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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域を前面に有する遊技盤と、
　前記遊技盤の前面から突出するか又は前記遊技盤の前面に重ねられる支持プレートから
突出して、前記遊技領域を流下する遊技球と衝突してその遊技球の流下方向を変更可能な
樹脂突部と、
　前記遊技盤に前側から重ねられ、前記樹脂突部に固定されて遊技球が通過可能な隙間を
裏側に形成する装飾プレートと、を有し、
　前記樹脂突部は、前方から見て前面が開口しかつ、外側の輪郭が異形でかつ内側の輪郭
の少なくとも一部が外側の輪郭に相似する異形の中空構造をなし、
　前記装飾プレートには、
　前記樹脂突部の内側に嵌合し、外側の輪郭の少なくとも一部が前記樹脂突部の外側の輪
郭に相似する異形の中空構造をなした異形筒部と、
　内側が前記装飾プレートを固定するボルトを通すためのボルト挿通孔となった筒状をな
し、前記異形筒部の側面に一体に設けられて前記異形筒部と共に前記樹脂突部の内側に嵌
合されるボルト支持筒部と、が設けられている遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球が流下可能な遊技領域を遊技盤の前面に有する遊技機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、遊技球の流下方向を変更可能な樹脂突部を備えた遊技機が示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１３６８６８号公報（段落［００１９］、図３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の遊技機では、樹脂突部の周辺が地味で、華やかさに欠けるという問題があ
った。
【０００５】
　本発明は、樹脂突部の周辺を華やかに見せることが可能な遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の手段は、遊技球が流下可能な遊技領域を前面に有する遊技盤と、前記遊技盤の前
面から突出するか又は前記遊技盤の前面に重ねられる支持プレートから突出して、前記遊
技領域を流下する遊技球と衝突してその遊技球の流下方向を変更可能な樹脂突部と、前記
遊技盤に前側から重ねられ、前記樹脂突部に固定されて遊技球が通過可能な隙間を裏側に
形成する装飾プレートと、を有し、前記樹脂突部は、前方から見て前面が開口しかつ、外
側の輪郭が異形でかつ内側の輪郭の少なくとも一部が外側の輪郭に相似する異形の中空構
造をなし、前記装飾プレートには、前記樹脂突部の内側に嵌合し、外側の輪郭の少なくと
も一部が前記樹脂突部の外側の輪郭に相似する異形の中空構造をなした異形筒部と、内側
が前記装飾プレートを固定するボルトを通すためのボルト挿通孔となった筒状をなし、前
記異形筒部の側面に一体に設けられて前記異形筒部と共に前記樹脂突部の内側に嵌合され
るボルト支持筒部と、が設けられている遊技機である。
【発明の効果】
【０００７】
　上記発明によれば、樹脂突部の周辺を華やかに見せることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機の正面図
【図２】遊技盤の正面図
【図３】遊技領域の進入口周辺の正面図
【図４】樹脂突部周辺を前方から見た斜視図
【図５】（Ａ）樹脂突部を正面から見た図、（Ｂ）樹脂突部の断面図
【図６】樹脂プレートを後方から見た斜視図
【図７】嵌合突部と嵌合凹部の嵌合状態を説明するための断面図
【図８】（Ａ）取り付け前の装飾プレートと樹脂突部の断面図、（Ｂ）取り付け後の装飾
プレートと樹脂突部の断面図
【図９】図７におけるＡ－Ａ断面図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１に示されるように、本実施形態の遊技機１０は、パチンコ遊技機であって、前面枠
１０Ｚを前面に備え、その前面枠１０Ｚに形成されたガラス窓１０Ｗを通して、図２に示
す遊技盤１１の前面に形成された遊技領域Ｒ１が遊技者に視認可能になっている。
【００１０】
　前面枠１０Ｚのうちガラス窓１０Ｗより下方には、上皿２６と下皿２７が上下２段にし
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て設けられ、下皿２７の右側には、発射用ハンドル２８が備えられている。そして、発射
用ハンドル２８が回動操作されると、上皿２６に収容された遊技球が遊技領域Ｒ１（図２
）に向けて弾き出される。
【００１１】
　図２に示されるように、遊技領域Ｒ１は全体が略円形状となっていて、ガイドレール１
２により囲まれている。ガイドレール１２は、円弧状に湾曲した第１レール部１２Ａ及び
第２レール部１２Ｂを備えている。第１レール部１２Ａは、遊技領域Ｒ１の周縁部のうち
上側の略１／４円周分を除いた部分に沿わせて配置されている。第２レール部１２Ｂは、
遊技領域Ｒ１の周縁部における上側の略１／４円周分に沿って延在し、その一端寄り部分
（第２レール部１２Ｂの左側部分）が第１レール部１２Ａの左側部に外側から向かい合う
ように配置されている。そして、第１レール部１２Ａの左側部と第２レール部１２Ｂとの
間に、図示しない発射装置から発射された遊技球を遊技領域Ｒ１へと誘導する球誘導路１
２Ｒが形成されている。
【００１２】
　第１レール部１２Ａの左側の上端部と第２レール部１２Ｂの中間部との間には、遊技球
１～２個分の隙間が設けられていて、これにより、ガイドレール１２の左上部に、球誘導
路１２Ｒの出口、即ち、遊技領域Ｒ１内に遊技球を進入させるための進入口１２Ｋが形成
されている。そして、第２レール部１２Ｂのうち進入口１２Ｋより上側に配される部分に
よって、進入口１２Ｋから遊技領域Ｒ１内に進入した遊技球を右斜め上方に案内可能な円
弧状案内部１２Ｅが形成されている。
【００１３】
　図３に示されるように、本実施形態の遊技機１０では、第１レール部１２Ａに、遊技領
域Ｒ１に進入した遊技球が球誘導路１２Ｒへと逆戻りすることを規制する球戻り規制部材
５０が取り付けられている。球戻り規制部材５０は、第１レール１２Ａの左側の上端部に
取り付けられる支持ベース５１と、支持ベース５１に回動可能に支持されて進入口１２Ｋ
を開閉する開閉部材５３と、を備える。
【００１４】
　図２に示されるように、遊技盤１１のうち遊技領域Ｒ１の中央には、表示開口１１Ｈが
貫通形成され、この表示開口１１Ｈを通して、表示装置１３の表示画面１３Ｇが前方に臨
んでいる。なお、表示装置１３の表示画面１３Ｇには、遊技に関する種々の画像が表示さ
れる。
【００１５】
　表示開口１１Ｈの開口縁には、表示装飾枠２３が取り付けられている。表示装飾枠２３
は、遊技盤１１の前面側から表示開口１１Ｈに嵌め込まれると共に、遊技盤１１の前面よ
り前側に突出している。これにより、遊技領域Ｒ１を流下する遊技球が、表示装飾枠２３
を乗り越えて表示装飾枠２３の内側に進入しないようになっている。
【００１６】
　詳細には、表示開口１１Ｈは、遊技領域Ｒ１の横方向の中間部で上側に寄せて配置され
、遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の左側と右側と下側には、それぞれ、遊技球が流下
可能な左側流下領域Ｒ２と右側流下領域Ｒ３と下側流下領域Ｒ４が形成されている。また
、表示装飾枠２３の上端部には、ガイドレール１２の上側部分（詳細には、第２レール１
２Ｂ）に沿って円弧状に延びた上側円弧壁２５が設けられていて、この上側円弧壁２５と
ガイドレール１２との間に、遊技球が１つずつ通過可能な上側連絡流路２５Ｒが形成され
ている
【００１７】
　表示装飾枠２３の下側には、第１と第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂが上下に並べて設
けられている。表示装飾枠２３の右側には、始動ゲート１８が備えられている。表示装飾
枠２３の右下側、即ち、第１と第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂの右側には、大入賞口１
５が設けられている。また、遊技領域Ｒ１には、始動入賞口１４Ａ，１４Ｂ及び大入賞口
１５のほかに、複数の一般入賞口２０が備えられている。
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【００１８】
　一般入賞口２０は、遊技球が１つずつ入ることが可能な大きさで上方又は側方に開口し
ている。一般入賞口２０へ遊技球が入球（入賞）すると、その遊技球は遊技盤１１の後側
に取り込まれ、例えば、１個の入球につき１５個の賞球が上皿２６に払い出される。
【００１９】
　始動ゲート１８は、遊技球が潜って通過可能な門形構造をなしている。始動ゲート１８
を遊技球が通過すると、普通図柄当否判定が行われる。
【００２０】
　第１の始動入賞口１４Ａは、ポケット構造に形成され、遊技球が１つずつ入ることが可
能な大きさで上方に開口している。第２の始動入賞口１４Ｂは、遊技球が１つずつ入るこ
とが可能な大きさで前方に開口し、通常は、開閉扉１４Ｔにて前方が閉塞されることで、
遊技球の入球（入賞）が規制されている。開閉扉１４Ｔは、上述した普通図柄当否判定の
結果が当りとなったときに、下端部を中心に回動して所定時間だけ前側に倒される。する
と、開閉扉１４Ｔに受け止められた遊技球が第２の始動入賞口１４Ｂに入球可能となる。
【００２１】
　始動入賞口１４Ａ，１４Ｂに遊技球が入球（入賞）すると、所定個数の賞球が上皿２６
に払い出されると共に、特別図柄当否判定が行われる。特別図柄当否判定の結果は、表示
装置１３の表示画面１３Ｇに表示される。そして、特別図柄当否判定の結果が当りである
と、大当り遊技が実行される。
【００２２】
　大入賞口１５は、横長矩形状をなし、通常の遊技状態では、可動扉１５Ｔにて閉塞され
ている。上述の大当り遊技が実行されると、可動扉１５Ｔが所定期間に亘って前側に倒さ
れる。すると、大入賞口１５が前方に開放し、可動扉１５Ｔを案内にして大入賞口１５に
多くの遊技球が入賞可能となる。大入賞口１５に遊技球が入賞すると、所定個数の賞球が
上皿２６に払い出される。
【００２３】
　上述した各入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５，２０の何れにも入賞しなかった遊技球は、遊
技領域Ｒ１の下端部に設けられたアウト口１６に全て取り込まれる。アウト口１６に取り
込まれた遊技球は、図示しない球回収装置に回収される。また、遊技領域Ｒ１には、遊技
球の流下方向をランダムに変更するための障害釘１７（図３参照）が多数植設されている
。
【００２４】
　図３，４に示されるように、表示装飾枠２３の左上部には、ガイドレール１２の円弧状
案内部１２Ｅ側から流下してきた遊技球を受け止めて下方に案内可能な流下案内壁３２と
、流下案内壁３２から外側に張り出して遊技盤１１の前面に重ねられる張出片３６と、が
設けられている。流下案内壁３２は、上側円弧壁２５の左端部から下方に延びる縦壁３３
と、縦壁３３の下端から左側に延びた横壁３４と、横壁３４の左端部から下方に延びる誘
導傾斜壁３５とからなり、全体が略クランク状に形成されている。張出片３６は、縦壁３
３と横壁３４に挟まれた扇形状に形成されている。詳細には、縦壁３３、横壁３４及び誘
導傾斜壁３５は全て、左下がりに傾斜し、縦壁３３の下り勾配は横壁３４の下り勾配より
大きく、誘導傾斜壁３５の下り勾配は、横壁３４の下り勾配よりも大きくなっている。な
お、誘導傾斜壁３５の下り勾配は、縦壁３３の下り勾配よりは小さくなっている。
【００２５】
　遊技領域Ｒ１のうち流下案内壁３２と円弧状案内部１２Ｅとに挟まれた部分には、球導
入領域Ｒ５が形成されている。球導入領域Ｒ５には、遊技盤１１の前面に対して起立する
ように配置されて、球導入領域Ｒ５を流下する遊技球の流下方向を変更可能な樹脂突部４
０が設けられている。樹脂突部４０は、張出片３６に一体形成され、張出片３６から前側
（図３では、紙面奥行方向の手前側）に突出する。そして、球導入領域Ｒ５のうち樹脂突
部４０を除く部分に、障害釘１７を有さずに遊技球が流下可能な釘無し領域Ｒ６が形成さ
れている。
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【００２６】
　樹脂突部４０は、前面に装飾が施された装飾プレート１４０によって前側を覆われてい
る。装飾プレート１４０は、樹脂突部４０と流下案内壁３２とに架け渡されると共に、流
下案内壁３２に対して表示装飾枠２３の内側に張り出している。そして、樹脂突部４０と
流下案内壁３２との間には、表示装飾枠２３の張出片３６と装飾プレート１４０とに挟ま
れた球流下路４０Ｒが形成されている。
【００２７】
　表示装飾枠２３には、上側円弧壁２５から表示装飾枠２３の内側に張り出した上部内側
張出部２５Ｈが設けられている。上部内側張出部２５Ｈは、正面から見て略蒲鉾状に形成
され、上部内側張出部２５Ｈの前面には、装飾が施されている。この上部内側張出部２５
Ｈの前面に施された装飾は、装飾プレート１４０の前面に施された装飾と共に１つの意匠
を構成する。例えば、装飾プレート１４０の前面には、「いろは」の文字が記されていて
、上部内側張出部２５Ｈの正面には、「にほへと」の文字が記されている。
【００２８】
　＜樹脂突部４０の構造について＞
　図４に示されるように、樹脂突部４０は、上部に頂点を有する略三角形状に形成されて
いて、樹脂突部４０の外周壁４０Ｇは、縦壁３３と対向する対向側壁４１と、対向側壁４
１の下端部から左側へ延びて横壁３４と対向する底壁４２と、対向側壁４１の上端部から
左下がりに傾斜して底壁４２の左端部に連絡する傾斜側壁４３と、で構成されている。
【００２９】
　詳細には、図５（Ａ）に示されるように、対向側壁４１は、縦壁３３（図４）に沿って
直線状に延びる対向直線部４１Ａと、対向直線部４１Ａの上端から上側へ向かうにつれて
左側へ向かうように（即ち、縦壁３３から離れるように）湾曲した対向湾曲部４１Ｂと、
で構成されている。また、底壁４２は、横壁３４（図４）に沿って直線状に延びる底直線
部４２Ａと、底直線部４２Ａの左端部から左側へ向かうにつれて上側へ向かうように（即
ち、横壁３４から離れるように）傾斜した底傾斜部４２Ｂと、で構成されている。また、
傾斜側壁４３は、全体が外周壁４０Ｇの内側へと湾曲した形状をなしている。
【００３０】
　図５（Ｂ）に示されるように、樹脂突部４０は、外周壁４０Ｇの内側に遊技盤１１の前
面と略平行な中間壁４４を有している。中間壁４４は、樹脂突部４０の突出方向の中間に
位置している。そして、樹脂突部４０には、外周壁４０Ｇと中間壁４４とに囲まれて樹脂
突部４０の突出方向の先端側に開放した嵌合凹部４５が形成されている。なお、上述した
外周壁４０Ｇの形状から明らかなように、嵌合凹部４５を樹脂突部４０の突出方向から見
た外形形状は異形をなしている（図５（Ａ））。ここで、「異形」とは、対称面も対称中
心も持たない形状を指すものとする。
【００３１】
　図５（Ａ）に示されるように、嵌合凹部４５は、対向側壁４１と傾斜側壁４３の上端寄
り部分同士を連絡する架橋壁４６によって、架橋壁４６より上側の第１凹部４５Ａと、架
橋壁４６より下側の第２凹部４５Ｂと、に区画されている。ここで、架橋壁４６は、下側
に湾曲する円弧状に形成されている。そして、第１凹部４５Ａは、対向側壁４１の対向湾
曲部４１Ｂと傾斜側壁４３と架橋壁４６とに囲まれて、略円形状に形成されている。
【００３２】
　＜装飾プレート１４０の構造について＞
　図３に示されるように、装飾プレート１４０は、前方からみて、横長の長方形の左上隅
を三角に切除した形状をなしていて、その切除部分の三角形の斜辺が樹脂突部４０の傾斜
側壁４３（図４，５（Ａ））に重ねられる。なお、装飾プレート１４０は、透明な樹脂成
形品の前面に装飾が施されてなり、装飾プレート１４０を通して球流下路４０Ｒを流下す
る遊技球が視認可能となっている。
【００３３】
　図６には、装飾プレート１４０を後側から見た様子が示されている。同図に示されるよ
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うに、装飾プレート１４０は、主板１４１と、主板１４１の下端縁の全体から後側に起立
した下端起立壁１４２と、下端起立壁１４２の左端部（図６では、右側の端部）から外側
に張り出した突片１４２Ｔと、を備えている。そして、主板１４１の前面に装飾がほどこ
されている。
【００３４】
　主板１４１の後面には、主板１４１の上辺部１４１Ｊから下方へ延びる第１突条１４３
Ａと、左辺部１４１Ｌから右側へ延びて第１突条１４３Ａに連絡する第２突条１４３Ｂと
、が設けられている。そして、主板１４１の後面は、第１突条１４３Ａ及び第２突条１４
３Ｂに対して上側に配置される上側領域１４４Ａと、それら２つの突条１４３Ａ，１４３
Ｂに対して下側に配置される下側領域１４４Ｂと、に区画される。なお、第１突条１４３
Ａ及び第２突条１４３Ｂの突出高さは、遊技球の半径よりも小さくなっている。
【００３５】
　主板１４１の後面の上側領域１４４Ａには、嵌合突部１４５が突設されている。嵌合突
部１４５を主板１４１の厚み方向から見た外形形状は、上述した樹脂突部４０の嵌合凹部
４５に対応した異形をなしている。具体的には、嵌合突部１４５は、第１突部１４５Ａと
、第１突部１４５に下方から連絡する第２突部１４５Ｂと、で構成されている。第１突部
１４５Ａは、円筒体１５５の基端部から複数の張出部１５５Ｈが外側へ放射状に張り出し
た構造になっている。第２突部１４５Ｂの外周壁は、第１突部１４５Ａの円筒面に沿った
円弧状をなす円弧壁１５０と、円弧壁１５０の右端部（図６に示される円弧壁１５０では
、左側の端部）から下側へ延びる対向側壁１５１と、対向側壁１５１の下端部から左側へ
と延びる底壁１５２と、円弧壁１５０の左端部（図６に示される円弧壁１５０では、右側
の端部）から左下がりに傾斜して底壁１５２の左端部に連絡する傾斜側壁１５３と、で構
成されている。そして、第２突部１４５Ｂの円弧壁１５０が張出部１５５Ｈを介して円筒
体１５５に連絡している。なお、対向側壁１５１は、第１突条１４３Ａに沿って延びる直
線状に形成され、底壁１５２は、第２突条１４３Ｂに沿って直線状に延びる底直線部１５
２Ａと、底直線部１５２Ａの左端部から左側へ向かうにつれて上側へ向かうように傾斜し
た底傾斜部１５２Ｂと、で構成されている。
【００３６】
　主板１４１の上辺部１４１Ｊ及び左辺部１４１Ｌの後面のうち上側領域１４４Ａに属す
る部分は、主板１４１の外側へ向かうにつれて主板１４１の前面へと近づく傾斜面１４１
ＪＫ，１４１ＬＫとなっている。なお、第１突条１４３Ａの上端部の後面と第２突条１４
３Ｂの左端部の後面にも、主板１４１の外側へ向かうにつれて主板１４１の表側へと向か
う傾斜面１４３ＡＫ，１４３ＢＫが形成されている。
【００３７】
　装飾プレート１４０は、嵌合突部１４５の他に、後側に突出した複数の係合突部１４７
を備えている。複数の係合突部１４７のうち一の係合突部１４７は、突片１４２Ｔに設け
られ、残りの係合突部１４７は、主板１４１の後面の下側領域１４４Ｂに突設されている
。なお、突片１４２Ｔに設けられた係合突部１４７は、略円筒状に形成され、他の係合突
部１４７は、第１突部１４５Ａと同様に、円筒体１５７の基端部から複数の張出部１５７
Ｈが外側へ放射状に張り出した構造になっている。
【００３８】
　＜装飾プレート１４０の固定について＞
　図３，７，８に示されるように、装飾プレート１４０は、樹脂突部４０の前端部（樹脂
突部４０の突出方向の先端部）に取り付けられる。装飾プレート１４０を樹脂突部４０に
取り付けるには、図８（Ａ）から図８（Ｂ）への変化に示されるように、装飾プレート１
４０の嵌合突部１４５を樹脂突部４０の嵌合凹部４５に嵌合させる。このとき、嵌合突部
１４５の第１突部１４５Ａと嵌合凹部４５の第１凹部４５Ａが嵌合し、嵌合突部１４５の
第２突部１４５Ｂと嵌合凹部４５の第２凹部４５Ｂが嵌合する。ここで、上述したように
、樹脂突部４０の嵌合凹部４５は、樹脂突部４０の突出方向から見て、異形に形成され、
装飾プレート１４０の嵌合突部１４５は、装飾プレート１４０の主板１４１の厚み方向か
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ら見て、嵌合凹部４５に対応した異形に形成されているので、嵌合凹部４５と嵌合突部１
４５が嵌合すると、装飾プレート１４０が樹脂突部４５に対して位置決めされ、装飾プレ
ート１４０が樹脂突部４５に対して回転することもなくなる。
【００３９】
　嵌合突部１４５と嵌合凹部４５が嵌合した状態では、装飾プレート１４０の主板１４１
の上側領域１４４Ａ（図６参照）は、表示装飾枠２３の張出片３６と対向し、主板１４１
の下側領域１４４Ｂは、表示装飾枠２３の上部内側張出部２５Ｈと対向する。ここで、図
４に示されるように、上部内側張出部２５Ｈには、縦壁３３と横壁３４に沿って複数の係
合凹部４７が形成されている。そして、嵌合突部１４５と嵌合凹部４５が嵌合した状態で
、装飾プレート１４０の複数の係合突部１４７が複数の係合凹部４７に係合する。このよ
うに、本実施形態では、複数の係合突部１４７と複数の係合凹部４７の係合によっても、
装飾プレート１４０が樹脂突部４０に対して位置決めされる。
【００４０】
　また、嵌合突部１４５と嵌合凹部４５が嵌合した状態では、図７，８に示されるように
、装飾プレート１４０の第１突条１４３Ａは、縦壁３３に沿って配置され、表示装飾枠２
３の外側から縦壁３３に宛がわれる。また、第２突条１４３Ｂは、横壁３４に沿って配置
され、表示装飾枠２３の外側から横壁３４に宛がわれる。
【００４１】
　ところで、上部内側張出部２５Ｈの複数の係合凹部４７と樹脂突部４０の第１凹部４５
Ａのそれぞれの奥面には、ボルト挿通孔４８設けられていて（図４，５（Ａ））、装飾プ
レート１４０における複数の係合突部１４７の各円筒体１５７の内側部分と第１突部１４
５Ａの円筒体１５５の内側部分とには、螺子孔１４８が形成されている（図６）。そして
、ボルト挿通孔４８に挿通された図示しないボルトが螺子孔１４８に螺合することで、嵌
合突部１４５と嵌合凹部４５が嵌合した状態に装飾プレート１４０が樹脂突部４０と上部
内側張出部２５Ｈに固定される。
【００４２】
　このように、本実施形態の遊技機１０では、遊技盤１１に前側から重ねられる装飾プレ
ート１４０が樹脂突部４０に固定されることで、樹脂突部４０の周辺を華やかに見せるこ
とが可能となる。しかも、装飾プレート１４０の裏側には、遊技球が通過可能な球流下路
４０Ｒが形成されるので、装飾プレート１４０が遊技球の流下の妨げになることが抑制さ
れる。
【００４３】
　また、本実施形態では、樹脂突部４０の前端面（突出方向の先端側の面）に形成された
嵌合凹部４５と、装飾プレート１４０の後面に形成された嵌合突部１４５とが嵌合するの
で、樹脂突部４０に対する装飾プレート１４０の位置ズレが抑制される。しかも、嵌合凹
部４５と嵌合突部１４５は共に、その嵌合方向から見て異形に形成されているので、樹脂
突部４０に対する装飾プレート１４０の位置決めが容易となる。なお、「異形」は、対称
面も対称中心も持たず、嵌合突部と嵌合凹部が嵌合すれば、樹脂突部に対する装飾プレー
トの向きが正しく決定されるような形状であればよい。
【００４４】
　また、本実施形態では、装飾プレート１４０は、進入規制枠２３の流下案内壁３２と樹
脂突部４０とに架け渡されて固定されるので、装飾プレート１４０の固定の安定化が図ら
れる。さらに、装飾プレート１４０の後側の球流下路４０Ｒを安定的に形成することが可
能となり、装飾プレート１４０が遊技球の流下の妨げになることが一層抑制される。
【００４５】
　また、本実施形態では、表示装飾枠２３の上部内側張出部２５Ｈが、装飾プレート１４
０と１つの意匠を構成するので、上部内側張出部２５Ｈと装飾プレート１４０とを一体的
に見せることが可能となる。
【００４６】
　なお、本実施形態において、装飾プレート１４０は、樹脂突部４０と流下案内壁３２と
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に架け渡されなくてもよい。この場合、装飾プレート１４０は、上部内側張出部２５Ｈに
固定されなくてもよい。また、装飾プレート１４０は、樹脂突部４０から左側又は上側に
張り出してもよい。
【００４７】
　また、本実施形態において、装飾プレート１４０の装飾と上部内側張出部２５Ｈの装飾
とは、別々の意匠を形成してもよい。また、上部内側張出部２５Ｈに装飾がほどこされな
い構成であってもよいし、上部内側張出部２５Ｈを備えない構成であってもよい。
【００４８】
　また、本実施形態において、装飾プレート１４０に嵌合凹部が形成され、樹脂突部４０
に嵌合突部が形成された構成であってもよい。具体的には、樹脂突部４０の突出方向の先
端面に嵌合突部が形成され、装飾プレート１４０の後面に支持突部が形成され、その支持
突部の突出方向の先端面に、嵌合突部と嵌合する嵌合凹部が形成された構成であってもよ
い。
【００４９】
　また、本実施形態において、嵌合凹部４５と嵌合突部１４５は、複数ずつ形成されても
よい。
【００５０】
　また、本実施形態において、嵌合凹部４５と嵌合突部１４５は、互いの嵌合方向から見
て、対称面又は対称中心を有する形状、例えば、円形状や四角形状に形成されてもよい。
なお、この場合、嵌合凹部４５と嵌合突部１４５は、複数ずつ形成されることが好ましい
。
【００５１】
　また、本実施形態において、嵌合凹部４５と嵌合突部１４５を備えない構成としてもよ
い。この場合、接着剤や両面テープによって樹脂突部４０と装飾プレート１４０が固定さ
れてもよいし、樹脂突部４０を貫通するボルト挿通孔４８に挿通したボルトを主板１４１
の後面に形成した螺子孔１４８に螺合させることで、樹脂突部４０と装飾プレート１４０
が固定されてもよい。
【００５２】
　＜球流下路４０Ｒについて＞
　図３に示されるように、樹脂突部４０と表示装飾枠２３の流下案内壁３２との間には、
張出片３６と装飾プレート１４０に挟まれた球流下路４０Ｒが形成されている。図４に示
されるように、球流下路４０Ｒは、樹脂突部４０の対向側壁４１と縦壁３３との間に形成
される縦流路４１Ｒと、樹脂突部４０の底壁４２と横壁３４との間に形成される横流路４
２Ｒと、を備えた逆Ｌ字状をなす。
【００５３】
　図４，７に示されるように、張出片３６のうち横流路４２Ｒを構成する部分には、横流
路４２Ｒを横切る方向に延在する複数の衝突突部６１が設けられている。具体的には、複
数の衝突突部６１は、上下方向に直線状に延在し、横流路４２Ｒの流下方向（横壁３４の
延在方向）に間隔をあけて並べられている。横流路４２Ｒの流下方向で隣り合う衝突突部
６１同士の間隔は、遊技球の直径と略同じ大きさになっている。なお、横流路４２Ｒの流
下方向で最も下流側に配置される衝突突部６１は、装飾プレート１４０の左辺部１４１Ｌ
の後面に形成された傾斜面１４１ＬＫと対向する（図９）。
【００５４】
　図７に示されるように、複数の衝突突部６１は全て、樹脂突部４０の下方に配置され、
樹脂突部４０と横壁３４との間で横壁３４に近い側に寄せて配置されている。各衝突突部
６１と横壁３４との間の間隔は、遊技球の半径よりも小さくなっている。また、複数の衝
突突部６１のうち最も左側に配置される衝突突部６１は、樹脂突部４０の底壁４２におけ
る底傾斜部４２Ｂの下方に配置されている。底壁４２の底直線部４２Ａの下方に位置する
衝突突部６１と底直線部４２Ａとの間隔は、遊技球の半径よりも小さくなっていて、底壁
４２の底傾斜部４２Ｂの下方に位置する衝突突部６１と底傾斜部４２Ｂとの間隔は、遊技
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球の直径と略同じになっている。
【００５５】
　図９に示されるように、衝突突部６１を横流路４２Ｒの流下方向に切断したときの断面
形状は、衝突突部６１の突出方向の先端側へ向かうにつれて幅狭となる等脚台形状に形成
されている。また、樹脂突部６１の突出高さは、遊技球が乗り上げ可能な高さとなってい
て、具体的には、遊技球の半径よりも小さくなっている。
【００５６】
　図６，７に示されるように、装飾プレート１４０のうち横流路４２Ｒを構成する部分に
は、横流路４２Ｒを横切る方向に延在する複数の衝突突部１６１が設けられている。具体
的には、複数の衝突突部１６１は、上下方向に直線状に延在し、横流路４２Ｒの流下方向
（第２突条１４３Ｂの延在方向）に間隔をあけて並べられている。図７に示されるように
、装飾プレート１４０が樹脂突部４０に取り付けられた状態では、衝突突部１６１は、装
飾プレート１４０の厚み方向、即ち、前後方向から見て、張出片３６に形成された衝突突
部６１同士の間に配置される。そして、複数の衝突突部６１と複数の衝突突部１６１は、
横流路４２Ｒを挟んで互い違いに配置される。なお、横流路４２Ｒの流下方向で隣り合う
衝突突部１６１同士の間隔は、遊技球の直径と略同じ大きさになっている。
【００５７】
　図６，７に示されるように、複数の衝突突部１６１は全て、嵌合突部１４５と第２突条
１４３Ｂとの間に配置され、第２突条１４３Ｂに近い側に寄せて配置されている。各衝突
突部１６１と第２突条１４３Ｂとの間の間隔は、遊技球の半径よりも小さくなっている。
また、複数の衝突突部１６１のうち最も左側に配置される衝突突部１６１（図６では、最
も右側に示される衝突突部１６１）は、嵌合突部１４５の底壁１５２における底傾斜部１
５２Ｂの下方に配置されている。底壁１５２の底直線部１５２Ａの下方に位置する衝突突
部１６１と底直線部１５２Ａとの間隔は、遊技球の半径よりも小さくなっていて、底壁１
５２の底傾斜部１５２Ｂの下方に位置する衝突突部１６１と底傾斜部１５２Ｂとの間隔は
、遊技球の直径と略同じになっている。
【００５８】
　図９に示されるように、衝突突部１６１を横流路４２Ｒの流下方向に切断したときの断
面形状は、衝突突部６１と同様に、衝突突部１６１の突出方向の先端側へ向かうにつれて
幅狭となる等脚台形状に形成されている。また、樹脂突部１６１の突出高さについても、
樹脂突部６１と同様に、遊技球が乗り上げ可能な高さとなっていて、具体的には、遊技球
の半径よりも小さくなっている。
【００５９】
　図３，７，９に示されるように、球導入領域Ｒ５に打ち込まれた遊技球が球流下路４０
Ｒに進入すると、その遊技球は、縦流路４１Ｒを下方に流下して横壁３４に受け止められ
た後、横壁３４上を転動しながら横流路４２Ｒを流下する。ここで、図３に示されるよう
に、横流路４２Ｒを流下する遊技球の勢いが強いと、横流路４２Ｒの先にある障害釘１７
やガイドレール１２が破損するという事態が起こり得る。しかしながら、本実施形態の遊
技機１０では、横流路４２Ｒを挟む張出片３６と装飾プレート１４０の互い対向面に衝突
突部６１，１６１が形成されているので、横流路４２Ｒを流下する遊技球に衝突突部６１
，１６１を衝突させて、遊技球を遊技盤１１の厚み方向に蛇行させることが可能となる。
これにより、遊技球を減勢させることが可能となり、横流路４２Ｒの先にある障害釘１７
やガイドレール１２の破損を抑制することが可能となる。
【００６０】
　ここで、衝突突部６１，１６１は、横流路４２Ｒの流下方向を横切るように直線状に配
置されているので、衝突突部６１，１６１によって遊技球の減勢させ易くなる。また、横
流路４２Ｒは、左下がりに傾斜し、衝突突部６１，１６１は、上下方向に延在するので、
衝突突部６１，１６１が横壁３４と垂直に配置されて上下方向に対して斜めに傾斜する場
合と比較して、遊技球が衝突突部６１，１６１に沿って駆け上がることが抑制される。さ
らに、衝突突部６１，１６１を横流路４２Ｒの流下方向に切断したときの断面形状は、等
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脚台形状になっているので、遊技球の衝突突部６１，１６１の乗り越えが容易となる。こ
のように、本実施形態の遊技機１０では、衝突突部６１，１６１によって横流路４２Ｒを
流下する遊技球を減勢しつつ、衝突突部６１，１６１が遊技球の流下を妨げて球詰まりが
発生することを抑制することが可能となっている。
【００６１】
　また、本実施形態では、球流下路４０Ｒを流下する遊技球は、横壁３４で受け止められ
てから横壁３４の上を転動することになり、衝突突部６１，１６１は、横壁３４に近い側
に寄せて配置されている。これにより、球流下路４０Ｒの横流路４２Ｒを流下する遊技球
が衝突突部６１，１６１と接触し易くなる。言い換えれば、本実施形態の遊技機１０では
、横流路４２Ｒにおいて遊技球が流下する可能性が高い部位に衝突突部６１，１６１が効
率よく配置されていることになる。
【００６２】
　また、横流路４２Ｒの流下方向で隣り合う衝突突部６１同士の間隔は、遊技球の直径と
略同じになっていて、横流路４２Ｒの流下方向で隣り合う衝突突部１６１同士の間隔も、
略同じになっているので、衝突突部６１，１６１を横流路４２Ｒに密に配置することが可
能となり、横流路４２Ｒを流下する遊技球が衝突突部６１，１６１に衝突する回数を多く
することが可能となる。しかも、装飾プレート１４０に形成された衝突突部１６１は、装
飾プレート１４０の厚み方向から見て、隣り合う衝突突部６１，６１同士の間に配置され
ているので、横流路４２Ｒを流下する遊技球を、常に、衝突突部６１，１６１の何れかに
衝突させることが可能となる。
【００６３】
　また、本実施形態では、張出片３６との間に球流下路４０Ｒを挟む装飾プレート１４０
の上辺部１４１Ｊ（図６）には、傾斜面１４１ＪＫが設けられているので、球流下路４０
Ｒは、上流側の端部において遊技盤１１の厚み方向に広げられることとなり、球流下路４
０Ｒに遊技球を取り込み易くなる。また、装飾プレート１４０の左辺部１４１Ｌにも傾斜
面１４１ＬＫが設けられているので、球流下路４０Ｒは、下流側の端部において遊技盤１
１の厚み方向に広げられることとなり、球流下路４０Ｒから遊技球を排出し易くなる。し
かも、複数の樹脂突部６１のうち最も下流側に配置される樹脂突部６１は、傾斜面１４１
ＬＫと対向するので、その衝突突部６１が遊技球の排出の妨げとなることを抑制して、衝
突突部６１，１６１によって減勢された遊技球を横流路４２Ｒからスムーズに排出するこ
とが可能となる。
【００６４】
　なお、本実施形態において、衝突突部６１，１６１は、張出片３６と装飾プレート１４
０のうち縦流路４１Ｒを挟む部位に形成されてもよい。この場合、衝突突部６１，１６１
は、縦流路４１Ｒを横切る方向に延在する直線状に形成されることが好ましく、左右方向
と略平行に形成されることがより好ましい。
【００６５】
　また、本実施形態において、衝突突部６１，１６１の断面形状は、横流路４２Ｒの上流
側が傾斜し、下流側が起立する台形状であってもよい。また、衝突突部６１，１６１の断
面形状は、台形状に限らず半円形状や蒲鉾形状であってもよい。
【００６６】
　また、本実施形態において、衝突突部６１，１６１は、球流下路４０Ｒの流路幅方向の
全体に亘って形成されてもよいし、流路幅方向の一部分（例えば、中間部）にのみ形成さ
れてもよい。
【００６７】
　また、本実施形態において、衝突突部６１，１６１は、ドット状に形成されてもよい。
この場合、衝突突部６１，１６１は、球流下路４０Ｒの流路幅方向に並べられてもよい。
【００６８】
　また、本実施形態において、装飾プレート１４０は、樹脂突部４０のみに固定されても
よいし、表示装飾枠２３の上部内側張出部２５Ｈのみに固定されてもよい。
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【００６９】
　また、本実施形態において、樹脂突部４０は、複数形成されてもよい。この場合、装飾
プレート１４０は、全ての樹脂突部４０に固定されてもよいし、何れか１の樹脂突部４０
に固定されてもよい。
【００７０】
　＜付記＞
　以下、上述した各実施の形態から抽出される発明群の特徴について、必要に応じて効果
等を示しつつ説明する。なお、以下では、理解の容易のため、上記実施形態において対応
する構成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるも
のではない。
【００７１】
　＜特徴Ａ群＞
　以下の特徴Ａ群は、「遊技球が流下可能な球流下路に有する」遊技機に関し、「特許文
献Ａ（特開２０１２－８５８１０号（段落［００２４］、図３））には、遊技者側から見
て手前側と奥側に配置される２枚の板材の間に球流下路が形成された遊技機が示されてい
る。」という背景技術について、「特許文献Ａの遊技機では、球流下路を流下してきた遊
技球が球流下路の先にある釘や役物に衝突して、釘や役物が破損するという問題があった
。」という課題をもってなされたものである。
【００７２】
　［特徴Ａ１］
　遊技球が流下可能な球流下路（球流下路４０Ｒ、詳細には、横流路４２Ｒ）を有する遊
技機（遊技機１０）であって、
　前記球流下路を間に挟む１対の流下路構成壁（張出片３６と装飾プレート１４０）を有
し、
　前記１対の流下路構成壁の互いの対向面には、前記球流下路を流下する遊技球と衝突可
能な衝突突部（衝突突部６１，１６１）が前記球流下路を挟んで遊技球の流下方向に互い
違いに形成されている遊技機。
【００７３】
　本特徴に示す構成では、１対の流下路構成壁の互いの対向面に形成された衝突突部によ
って、球流下路を流下する遊技球の勢いを低減させることが可能となる。これにより、球
流下路の先にある釘や構造物の破損を抑制することが可能となる。
【００７４】
　［特徴Ａ２］
　特徴Ａ１に記載の遊技機において、
　前記衝突突部は、前記球流下路を横切る方向に延在する直線状に形成されている遊技機
。
【００７５】
　本特徴に示す構成によれば、球流下路を流下する遊技球に衝突突部を衝突させ易くなり
、遊技球の勢いを低減させ易くなる。
【００７６】
　［特徴Ａ３］
　特徴Ａ２に記載の遊技機において、
　前記衝突突部は前記１対の流下路構成壁のそれぞれに２つ以上設けられると共に、同じ
流下路構成壁に設けられた前記衝突突部同士の間隔は、遊技球の直径と略同じであって、
　前記衝突突部は、断面台形状に形成されている遊技機。
【００７７】
　本特徴に示す構成によれば、衝突突部同士の間隔が遊技球の直径と略同じになっている
ので、衝突突部を球流下路に密に配置することが可能となり、球流下路を流下する遊技球
が衝突突部と衝突する回数を多くすることが可能となる。また、衝突突部は、断面台形状
に形成されているので、遊技球が衝突突部を乗り越えやすくなる。
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【００７８】
　［特徴Ａ４］
　特徴Ａ１乃至Ａ３のうち何れか１に記載の遊技機において、
　遊技球が流下可能な遊技領域（遊技領域Ｒ１）を前面に有する遊技盤（遊技盤１１）と
、
　前記遊技盤に形成された開口部（表示開口１１Ｈ）に嵌めこまれて前記開口部の内側へ
遊技球が進入することを規制する進入規制枠（表示装飾枠２３）と、を有し、
　前記進入規制枠には、前記遊技盤の前面に対して起立すると共に前記開口部の開口縁に
沿って延在する起立壁（流下案内壁３２）と、前記起立壁から前記開口部の外側に張り出
して前記遊技盤の前面に重ねられる重なり片（張出片３６）と、が備えられ、
　前記球流下路は、前記重なり片と前記重なり片に前側から重ねられるカバー部材（装飾
プレート１４０）との間に形成されると共に、前記１対の流下路構成壁は、前記重なり片
と前記カバー部材とで構成され、
　前記衝突突部は、前記重なり片の前面と前記カバー部材の後面とに形成されている遊技
機。
【００７９】
　本特徴に示す構成によれば、進入規制枠の起立壁に沿って流下する遊技球の勢いを低減
させることが可能となる。
【００８０】
［特徴Ａ５］
　特徴Ａ４に記載の遊技機において、
　前記カバー部材の後面のうち前記球流下路の下流側の端縁には、下流側へ向かうにつれ
て前記重なり片から遠ざかるように傾斜する傾斜面（装飾プレート１４０の左辺部１４１
Ｌにおける傾斜面１４１ＬＫ）が設けられ、
複数の前記衝突突部のうち最も下流側に配置される前記衝突突部は、前記重なり片の前面
に形成されて前記傾斜面と対向する遊技機。
【００８１】
　本特徴に示す構成によれば、衝突突部によって勢いが低減された遊技球を球流下路から
スムーズに排出させることが可能となる。
【００８２】
　［特徴Ａ６］
　特徴Ａ４又はＡ５に記載の遊技機において、
　前記カバー部材は、前記重なり片の前面に突設された樹脂突部（樹脂突部４０）に支持
されている遊技機。
【００８３】
　本特徴に示す構成によれば、樹脂突部によってカバー部材を安定的に支持することが可
能となり、カバー部材と重なり片との間の間隔、即ち、球流下路の流路幅を一定に保ち易
くなる。
【００８４】
［特徴Ａ７］
　特徴Ａ６に記載の遊技機において、
　前記起立壁は、前記樹脂突部の下方で横方向に沿って延在する横壁（横壁３４）を少な
くとも有し、
　前記衝突突部は、前記横壁と前記樹脂突部の間で前記横壁に近い側に寄せて配置されて
いる遊技機。
【００８５】
　本特徴に示す構成では、球流下路を流下する遊技球は、横壁の上を転動し易くなる。そ
して、衝突突部は、横壁に近い側に寄せて配置されているので、球流下路を流下する遊技
球が衝突突部と接触し易くなる。このように、本構成では、球流下路において遊技球が流
下する可能性が高い部位に衝突突部を効率よく配置することが可能となる。
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【００８６】
　［特徴Ａ８］
　特徴Ａ７に記載の遊技機において、
　前記横壁は、斜め下方へ下るように傾斜し、
　前記衝突突部は、上下方向に沿って延びる直線状に形成されている。
【００８７】
　本特徴に示す構成では、衝突突部が遊技球の流下方向を横切るように配置されるので、
衝突突部によって遊技球の勢いを低減させ易くなる。しかも、衝突突部は上下方向に沿っ
て延びるので、衝突突部が横壁と垂直に配置されて上下方向に対して斜めに傾斜する場合
と比較して、遊技球が衝突突部に沿って駆け上がることが抑制される。
【００８８】
　［特徴Ａ９］
　遊技球が流下可能な球流下路（球流下路４０Ｒ、詳細には、横流路４２Ｒ）を有する遊
技機（遊技機１０）であって、
　前記球流下路を間に挟む１対の流下路構成壁（張出片３６と装飾プレート１４０）を有
し、
　前記１対の流下路構成壁の互いの対向面には、前記球流下路を流下する遊技球と衝突す
ることでその遊技球の流下速度を低減可能な衝突突部（衝突突部６１，１６１）が形成さ
れている遊技機。
【００８９】
　本特徴に示す構成では、１対の流下路構成壁の互いの対向面に形成された衝突突部によ
って、球流下路を流下する遊技球の勢いを低減させることが可能となる。これにより、球
流下路の先にある釘や構造物の破損を抑制することが可能となる。
【００９０】
　なお、特徴Ａ９に示す構成に、特徴Ａ２～Ａ８に示す構成が組み合わされてもよい。
【００９１】
　＜特徴Ｂ群＞
　以下の特徴Ｂ群は、「遊技球が流下可能な遊技領域を遊技盤の前面に有する」遊技機に
関し、「特許文献Ｂ（特開２０１０－１３６８６８号（段落[００１９]、図３））には、
遊技球の流下方向を変更可能な樹脂突部を備えた遊技機が示されている。」という背景技
術について、「特許文献Ｂの遊技機では、樹脂突部の周辺が地味で、華やかさに欠けると
いう問題があった。」という課題をもってなされたものである。
【００９２】
　［特徴Ｂ１］
　遊技球が流下可能な遊技領域（遊技領域Ｒ１）を前面に有する遊技盤（遊技盤１１）と
、
　前記遊技盤の前面から突出するか又は前記遊技盤の前面に重ねられる支持プレート（張
出片３６）から突出して、前記遊技領域を流下する遊技球と衝突してその遊技球の流下方
向を変更可能な樹脂突部（樹脂突部４０）と、を有する遊技機（遊技機１０）であって、
　前記遊技盤に前側から重ねられ、前記樹脂突部に固定されて遊技球が通過可能な隙間（
球流下路４０Ｒ）を裏側に形成する装飾プレート（装飾プレート１４０）をさらに有する
遊技機。
【００９３】
　本特徴に示す構成では、遊技盤に前側から重ねられる装飾プレートが樹脂突部に固定さ
れることで、樹脂突部の周辺を華やかに見せることが可能となる。しかも、装飾プレート
の裏側には、遊技球が通過可能な隙間が形成されるので、装飾プレートが遊技球の流下の
妨げになることが抑制される。
【００９４】
　［特徴Ｂ２］
　特徴Ｂ１に記載の遊技機において、



(14) JP 6960665 B2 2021.11.5

10

20

30

40

50

　前記樹脂突部の先端面と前記装飾プレートの裏面とには、互いに嵌合する嵌合凹部（嵌
合凹部４５）と嵌合突部（嵌合突部１４５）が形成されている遊技機。
【００９５】
　本特徴に示す構成によれば、樹脂突部に対する装飾プレートの位置ズレが抑制される。
【００９６】
　［特徴Ｂ３］
　特徴Ｂ２に記載の遊技機において、
　前記嵌合突部と前記嵌合凹部は、その嵌合方向から見て異形に形成されている。
【００９７】
　本特徴に示す構成によれば、樹脂突部に対する装飾プレートの位置決めが容易となる。
なお、ここで、「異形」とは、対称面も対称中心も持たず、嵌合突部と嵌合凹部が嵌合す
れば、樹脂突部に対する装飾プレートの向きが正しく決定されるような形状を指すものと
する。
【００９８】
　［特徴Ｂ４］
　特徴Ｂ２又はＢ３に記載の遊技機において、
　前記嵌合凹部と前記嵌合突部を嵌合状態に固定する固定手段を備えた遊技機。
【００９９】
　本特徴に示す構成によれば、装飾プレートと樹脂突部の固定の安定化が図られる。
【０１００】
　［特徴Ｂ５］
　特徴Ｂ４に記載の遊技機において、
　前記樹脂突部には、ボルトが挿通されるボルト挿通孔（ボルト挿通孔４８）が形成され
、
　前記装飾プレートの裏面には、前記ボルトと螺合する螺子孔（螺子孔１４８）が形成さ
れ、
　前記固定手段は、前記ボルトと前記螺子孔により構成される遊技機。
【０１０１】
　本特徴に示す構成では、装飾プレートを樹脂突部に着脱可能に固定することが可能とな
る。
【０１０２】
　［特徴Ｂ６］
　特徴Ｂ１乃至Ｂ５のうち何れか１に記載の遊技機において、
　前記遊技盤には、前記遊技盤に形成された開口部（表示開口１１Ｈ）に嵌めこまれて前
記開口部の内側へ遊技球が進入することを規制する進入規制枠（表示装飾枠２３）が取り
付けられ、
　前記進入規制枠には、前記遊技盤の前面に対して起立すると共に前記開口部の開口縁に
沿って延在する起立壁（流下案内壁３２、詳細には、縦壁３３と横壁３４）と、前記起立
壁から前記開口部の外側に張り出して前記遊技盤の前面に重ねられる前記支持プレートと
しての重なり片（張出片３６）と、が備えられ、
　前記樹脂突部は、前記進入規制枠の前記重なり片に突設され、
　前記装飾プレートは、前記進入規制枠の前記起立壁と前記樹脂突部とに架け渡される遊
技機。
【０１０３】
　本特徴に示す構成によれば、装飾プレートの固定の安定化が図られる。また、装飾プレ
ートの裏側の隙間を安定的に形成することが可能となり、装飾プレートが遊技球の流下の
妨げになることが抑制される。
【０１０４】
　［特徴Ｂ７］
　特徴Ｂ６に記載の遊技機において、
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　前記進入規制枠には、前記装飾プレートと１つの意匠を構成する装飾部位（上部内側張
出部２５Ｈ）が設けられている遊技機。
【０１０５】
　本特徴に示す構成によれば、進入規制枠の装飾部位と装飾プレートとを一体的に見せる
ことが可能となる。
【０１０６】
　［特徴Ｂ８］
　遊技球が流下可能な遊技領域（遊技領域Ｒ１）を前面に有する遊技盤（遊技盤１１）と
、
　前記遊技盤の前面から突出するか又は前記遊技盤の前面に重ねられる支持プレート（張
出片３６）から突出して、前記遊技領域を流下する遊技球と衝突してその遊技球の流下方
向を変更可能な樹脂突部（樹脂突部４０）と、を有する遊技機（遊技機１０）であって、
　前記樹脂突部には、前記樹脂突部を前側から覆う装飾プレート（装飾プレート１４０）
が固定されている遊技機。
【０１０７】
　本特徴に示す構成では、樹脂突部を前側から覆う装飾プレートが樹脂突部に固定される
ことで、樹脂突部の周辺を華やかに見せることが可能となる。
【０１０８】
　なお、特徴Ｂ８に示す構成に、特徴Ｂ２～Ｂ７に示す構成が組み合わされてもよい。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０　　遊技機
　１１　　遊技盤
　２３　　表示装飾枠
　２５　　上部内側張出部
　３２　　流下案内壁
　３４　　横壁
　３６　　張出片
　４０　　樹脂突部
　４５　　嵌合凹部
　４０Ｒ　　球流下路
　６１，１６１　　衝突突部
１４０　　装飾プレート
１４５　　嵌合突部
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